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鳴子国道維持出張所
ＴＥＬ 0229-84-7575

仙台河川国道事務所 鳴子国道維持出張所は、国道47号のうち国道４号との交差点

から山形県境までの宮城県分を維持管理しています。

みやぎの「かわとみち」情報が満載！

仙台河川国道事務所ホームページはこちら →  http://www.thr.mlit.go.jp/sendai

山形県境

古川4号交差点

至

石

至 仙台

※道路の異状を発見した場合は、付近の道路脇(主に山形方向）
に距離標がありますので、ご連絡時に数値をお知らせ願います。

至

新
庄

鳴子国道維持出張所では、道路利用者の皆様の安全・安心を確保

するため、年間を通じて国道47号の維持管理・工事を行っています。

至 盛岡

～中山平線形改良工事進捗状況～
現在までの（仮称）鳴子1号橋の工事の進捗状況をお届け致します。

新庄方面

古川方面

事業区間 L=1.0km

(仮称)鳴子２号橋

(仮称)鳴子１号橋

A2橋台：１次施工完成

P1橋脚：１次施工部施工中

A1橋台：１次施工完成


